
春の交通安全県民総ぐるみ運動  

 

１　運動の期間  

　　令和８年４月６日（月）から同月１５日（水）までの１０日間  

 

２　運動の重点  

（１）通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行

　　者の安全確保  

（２）「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意

　　識の向上  

（３）自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理

　　解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

　　　　    イカのおすし  

 

　　　　　　　　　　　　　しらないひとにはついて　　イカ　　ない  

　　　　　　　　　　　　　しらないひとのくるまに　　の　　　らない  

　　　　　　　　　　　　　こわいとおもったら　　　　お　　　おごえをだす  

　　　　　　　　　　　　　そのばしょから　　　　　　す　　　ぐにげる  

　　　　　　　　　　　　　おとなのひとに　　　　　　し　　　らせる  

春の山岳遭難に注意  

　春は、山の空気や緑がさわやかで登山者が多くなる季節です。  

　それに伴い、山岳遭難の発生が懸念され、特に連休期間中は、全国的に山岳遭難が

多発する傾向にあります。  

　事前に登山ルートを確認して、

各自の経験、技術、体力などに応

じた無理のない登山計画を立てま

しょう。

　令 和 ８ 年 ４ 月 号 

　小山警察署穂積駐在所　 

　小山警察署　０２８５－３１－０１１０
  穂積駐在所  ０２８５－３８－２０２１


